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1 １．１ はじめに 本要領は、電子成果品保管管理システム(以

下、「保管管理システム」という。)へオンライ

ンにより登録する手順などについて記したもの

である。 

本要領は、これまで成果品が電子媒体により納

品されていた業務及び情報共有システムを利用し

ない工事について、電子成果品保管管理システム

(以下、「保管管理システム」という。)へオンラ

インにより登録する手順などについて記したもの

である。 

記述を修正 

1 １．３ オンライン電子

納品の対象 

電子納品の対象であり保管管理システムへの

登録が必要となる以下の委託業務及び工事をオ

ンライン電子納品の対象とする。 

・情報共有システムを利用しない委託業務及び

工事 

・情報共有システムから納品しない委託業務及

び工事 

以下の業務及び工事のうち、特記仕様書におい

てオンライン電子納品の対象とするもの。 

・電子納品の対象であり保管管理システムへの登

録が必要となる業務 

・情報共有システムを利用せず保管管理システム

への登録が必要となる工事 

対象を拡大 

2 ２．２ 電子納品チェッ

ク〔受注者〕 

前項で整理した電子成果品データに対し、国

土交通省「電子納品に関する要領・基準」又は

農林水産省のWebサイトで公開されている（中

略）ファイル名は「chkres.pdf」とする。 

なお、電子納品チェックシステムでのチェッ

クによりエラーが検出された場合は、その解消

を図ることを基本とするが、愛知県における電

子納品の独自の運用によるエラーについては無

視※してもよい。その他のエラーの対処方法に

ついては、国土交通省又は農林水産省が提供す

る電子納品チェックシステムの利用マニュアル

等を参照すること。 

※：無視して良いエラー例 

国土交通省：「CADファイルのファイル形式が

「P21」もしくは「P2Z」でないため、レイ

ヤチェックを行いません。」 

農林水産省：工事管理ファイルの発注者コー

ドにおいて、「記入された値はNN－CALS

コード表に含まれていません。」 

前項で整理した電子成果品データに対し、国土

交通省「電子納品に関する要領・基準」のWebサ

イトで公開されている（中略）ファイル名は

「chkres.pdf」とする。 

農林水産省を追加 

県独自運用に伴うエ

ラー例を追加 
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3 ３．納品物について オンライン電子納品を実施する委託業務もし

くは工事については、電子媒体の提出は不要と

する。なお、特記仕様書等で電子媒体の提出が

規定されている場合は、この限りでない。 

オンライン電子納品を実施する業務もしくは工

事については、電子媒体の提出は不要とする。な

お、特記仕様書等で電子媒体の提出が規定されて

いる場合は、この限りでない。 

記述を統一 

 


